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村職員【一般事務職・保健師】を募集します会計年度任用職員を募集します
　村では、次のとおり令和３年度東秩父村職員採用試験を行います。
◆採用予定年月日
　原則として令和４年４月１日
◆採用予定人数
　一般事務職　若�干�名　　保健師　若�干�名
◆受験資格　
＜一般事務職＞
　平成４年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短大（専門学校等
で就学２年以上を含む）、高校を卒業した人、または令和４年３月末までに卒業見込
みの人
＜保健師＞
　昭和５１年４月２日以降に生まれた人で、保健師資格を有する人、もしくは令和４
年３月末までに取得見込の人
※次のいずれかに該当する人は受験できません。
ア　日本国籍を有しない人
イ　地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人
◆試験の方法
１　第１次試験（教養試験・専門試験・職場適応性検査）
　①　期日　令和４年１月２３日（日）
　②　場所　東秩父村役場または保健センター
２　第２次試験（作文試験および面接試験）
　　第１次試験合格者のみ実施します。
　①　期日　令和４年２月１６日（水）
　②　場所　東秩父村役場
◆受験手続
ア　応募書類
　　職員採用試験申込書
イ　応募書類の請求
　�　役場総務課に郵送請求してください。封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と
朱書きし、返信用封筒（Ａ４サイズ）に切手１２０円分を貼り、同封してください。
ウ　申込手続
　�　申込書に必要な事項を記入し、役場総務課へ郵送で申し込みをしてください。�
封筒の表に「採用試験申込書在中」と朱書きしてください。申込者には後日受験票
を郵送します。
エ　受付期間
　　１２月１日（水）～令和４年１月１１日（火）
　　（平日午前８時３０分～午後５時１５分）
　�　なお、郵送の場合は令和４年１月１１日（火）までの消印のあるものまで有効と
します。

◆合格発表
　第１次試験の合否については、２月上旬に受験者全員に対して合否を通知するほか、
合格者については、合格者の受験番号を村ホームページに掲示します。第２次試験の
合否については、２月下旬に、受験者全員に対して合否を通知するほか、合格者につ
いては、合格者の受験番号を東秩父村役場掲示板および村ホームページに掲示します。
問合せ　総務課　☎８２－１２２１

応募職種　�一般事務（税務会計課・確定申告事務）
勤務日時　平日午前９時～午後５時
報酬単価　９６０円
勤務場所　役場内
任用期間　採用から令和４年３月３１日まで
人　　数　１名
応募資格
次のいずれにも該当しない人
○�禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、
またはその執行を受けることがなくなるまでの人

○�当該地方公共団体から、懲戒免職の処分を受け、当
該処分から２年を経過しない人

○�人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、
地方公務員法第５章に規定する罪を犯し刑に処せら
れた人

○�日本国憲法施行の日以後に、日本国憲法またはその
もとに成立した政府を暴力で破壊することを主張す
る政党その他の団体を結成し、または、これに加入
した人

募集期間
　１２月１日（水）～１０日（金）
　午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日は除く）
申込方法
　総務課備え付け、または、村ホームページに掲載の
申込書に必要事項を記入のうえ、総務課人事担当へ提
出してください。
選考方法
　書類選考または面接試験
　※�面接試験を行う場合は、１２月１３日（月）～

１７日（金）の間で決定次第連絡します。
問 合 せ　総務課　☎８２－１２２１

住民票の写し等の第三者交付に係る
本人通知制度

本人通知制度とは
　住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正な取得による、プライバシーや財産の侵害を
防ぐため、あらかじめ登録申請した方に対して、本人の代理人や第三者からの交付請
求により住民票の写し等などを交付した際に、通知をお送りしてお知らせする制度で
す。
　埼玉県内の各市区町村で、平成２２年６月１日から一斉に実施しました。
登録に必要なもの
　印鑑と運転免許証などの本人確認資料
　手数料はかかりません。
　手続きは、原則としてご本人に来庁していただき、申請書を提出していただきます。
詳しくは住民福祉課までお問合せください。
　なお、同時に「住民票等の不正取得通知制度」も実施しています。こちらは登録の
有無に関わらず、住民票などが不正に取得されたことが明らかになった場合に、ご本
人に対して通知をお送りしてお知らせするものです。
問合せ　住民福祉課　☎８２－１２２６

納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です

　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康
保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様
に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除
され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、令和３年１月から令和３年
１２月までに納めた保険料の全額です。過去の年度分
や追納した保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶
者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っ
ている場合、その保険料も合わせて控除できます。
　なお、令和３年中に納付した国民年金保険料につい
て、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確
定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払った
ことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、令和３年１月１日から令和３年９月３０日
までの間に国民年金保険料を納付した方には、１１月
上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が送られて来ていますので、申告書の提
出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付して
ください。（令和３年１０月１日から１２月３１日まで
の間に、今年はじめて国民年金保険料を納めた方へは、
翌年の２月上旬に送られます。）
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不
慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度で
す。保険料は納め忘れないよう納めましょう。
問合せ　住民福祉課　福祉・年金担当
　　　　☎８２－１２２６
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